
 
平成２２年９月２２日 

 
 

登録の抹消による会員資格の喪失 

 
 

社団法人日本証券投資顧問業協会 
 
 
 
ソーシャル・イノベーション株式会社（会員番号 012―02131 号）は、関東

財務局長による金融商品取引法第５２条第１項第６号の規定に基づく登録取消

処分及び同法第５５条第１項の規定に基づく登録抹消に伴い、平成２２年９月

２２日をもって、定款第１２条第１項第２号及び入会・退会・届出等に関する

規則第１１条の規定により、会員資格を喪失しました。 
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